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生活の話題

家電リサイクル法（特定家庭用機器再製品化法）は、一般家庭や事務所から排出された家電製品から
有用な部品や材料をリサイクルすることで、廃棄物を減量し、資源の有効活用を推進するための法律で
す。従来の対象機器であるエアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機に加え、４月１日か
ら「液晶テレビ・プラズマテレビ」「衣類乾燥機」も新たに家電リサイクル法の対象機器となります。


